
会
　
告

　
昭
和
五
十
四
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
、
予
定
通
り
十
一
月
二
日
（
金
）
午
後

一
時
よ
り
京
大
会
館
に
お
い
て
囎
催
さ
れ
ま
し

た
。
公
開
講
演
は
永
井
三
闘
、
樋
口
隆
康
重
氏

に
よ
り
、
次
の
演
題
で
行
わ
れ
、
盛
会
襖
に
終

り
ま
し
た
。

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
階
級
成
立
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
三
明
氏

　
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
京
大
隊
の
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋
口
隆
康
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ

た
秋
黍
定
例
の
理
薯
・
評
議
員
会
に
お
い
て
次

の
各
氏
の
役
員
の
退
任
な
ら
び
に
薪
任
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

　
退
任
　
理
事
、
三
田
雄
次
。
評
議
員
、
富
本

　
　
　
　
健
輔
。
監
薯
、
州
勝
義
雄
（
理
事
に

　
　
　
　
復
帰
）
。

　
新
任
　
評
議
員
、
川
口
博
。
駿
査
、
中
村
賢

　
　
　
　
二
郎
。

　
　
　
　
以
上

史
学
研
究
会

昭
和
五
十
四
年
度

　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
嵐
界
唖
聾
一
帯
成
立
の
背
滋
尽
」

永
井
三
明

　
一
般
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
書
　
族
階
級
の

成
立
は
、
　
＝
一
九
七
年
の
セ
ラ
…
タ
と
呼
ば
れ
る

大
議
会
メ
ン
バ
ー
を
特
定
の
家
柄
に
限
定
し
た
行

為
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

仔
細
に
検
討
す
る
と
、
む
し
ろ
セ
ラ
ー
タ
は
中
産

階
級
に
貴
族
へ
の
門
戸
を
開
い
た
行
為
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
十
四
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
は
、

中
産
階
級
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
柔
軟
性
を
具
え

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
四
〇
三
年
に
、
こ
ん
ご

一
切
中
産
階
級
を
貴
族
に
加
え
な
い
こ
と
を
決
定

し
て
、
明
確
に
貴
族
階
級
の
範
囲
を
定
め
、
そ
れ

い
こ
約
二
四
〇
年
に
わ
た
っ
て
貴
族
階
級
は
独
占

挫
、
排
他
性
を
行
使
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国

衰
退
の
原
因
を
つ
く
り
上
げ
る
。

　
本
講
演
で
は
、
約
一
世
紀
を
か
け
て
貴
族
階
級

の
性
格
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
背
後
に
あ
る
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
意
識
の
変
化
を
見
よ

う
と
し
た
。
十
四
世
紀
は
不
振
に
い
た
る
下
降
の

年
代
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
蒙
古
帝
国
の
瓦
解

に
よ
リ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ア
ジ
ア
と
の
接
触
を
断

た
れ
て
留
険
的
通
商
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
一
三
四
八
年
の
黒
死
病
に
よ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
市
場
が
収
縮
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ

と
は
薦
業
に
お
け
る
利
益
率
の
低
下
、
行
動
範
囲

の
縮
少
、
イ
ス
ラ
ム
の
妨
害
に
よ
る
危
険
性
の
増

大
と
な
り
、
安
全
な
政
府
債
券
へ
の
投
資
や
、
危

険
分
散
の
た
め
の
保
険
の
登
場
を
見
る
。
こ
れ
に

と
も
な
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
意
識
は
、
華

か
な
充
足
感
か
ら
莫
連
た
る
不
満
や
不
安
感
へ
と

移
り
、
運
命
は
悪
い
方
へ
と
傾
く
と
考
え
ら
れ
、

要
心
深
さ
、
危
険
園
避
が
一
般
的
意
識
と
な
る
。

し
か
も
、
こ
の
三
代
に
は
、
人
間
の
尊
厳
の
表
現

よ
り
も
、
神
へ
の
服
従
、
難
人
へ
の
依
存
の
三
三

が
表
緬
に
出
て
き
た
こ
と
は
、
当
時
の
芸
術
作
晶

の
中
に
み
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
年
代
記
も
、
あ
と

の
疇
代
に
な
る
に
つ
れ
て
奇
蹟
が
正
颪
に
鵬
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
入
闘
の
無
力
を
意
識
し
た
人
が
、
設

定
さ
れ
た
限
界
の
中
で
自
己
を
主
張
す
る
と
き
、
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，



競
争
の
激
化
と
弱
者
の
排
除
は
必
然
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
中
産
階
級
の
排
除
を
と
も
な
う
独

占
酌
な
貴
族
階
級
の
成
立
の
核
心
を
な
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
に
お
け
る

　
　
　
　
京
大
隊
の
調
査

樋
口
隆
康

　
京
都
大
学
中
央
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
は
、
京
都

大
学
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン

学
術
調
某
様
を
一
九
七
〇
年
に
改
組
し
た
も
の
で
、

文
部
省
の
海
外
調
査
に
対
す
る
研
究
助
成
を
う
け

て
、
一
年
お
き
に
現
地
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

そ
の
主
要
厨
的
は
、
申
央
ア
ジ
ア
の
東
西
交
渉
史

上
重
要
な
役
割
を
果
し
た
ク
シ
ヤ
ー
ン
罠
族
の
文

化
を
、
考
古
学
的
に
解
開
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
現
山
仕
は
、
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
を
主
田
ズ
な
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
調
査
を

実
施
中
で
あ
る
。

　
1
、
タ
パ
・
ス
カ
ソ
ダ
ル
の
発
掘

　
カ
ー
ブ
ル
の
北
一
二
〇
キ
ロ
、
カ
ピ
シ
盆
地
の
瀞
閑

端
に
位
置
す
る
大
型
の
テ
ペ
で
あ
る
。
不
等
辺
六

角
形
の
長
軸
四
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
短
軸
二
八
○
メ

ー
ト
ル
を
計
り
、
高
さ
四
〇
メ
ー
ト
ル
あ
有

　
五
シ
ー
ズ
ン
の
発
掘
で
、
五
分
の
一
を
終
っ
た

に
す
ぎ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
朗
ら
か
に

な
っ
た
。
テ
ペ
の
上
面
は
（
周
壁
に
か
こ
ま
れ
て

お
り
、
内
部
は
東
半
部
の
高
地
と
西
半
部
の
低
地

に
わ
か
れ
る
。
東
の
高
地
は
不
正
方
形
の
石
積
基

壇
の
あ
る
内
誠
が
あ
り
、
そ
の
西
爾
に
は
半
円
形

の
下
墨
四
基
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
基
壇
の
上
に

は
、
レ
ン
ガ
積
の
部
屋
が
周
縁
に
並
ん
で
お
り
、

中
心
は
広
場
だ
っ
た
ら
し
い
。

　
こ
の
内
城
の
東
・
西
両
側
に
は
、
神
澱
蛙
そ
の

他
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
か
ら
、
大
理
石
製

の
ウ
ヌ
・
マ
ヘ
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
の
彫
像
が
出
土
し
た
。

　
西
区
の
低
地
で
は
居
住
区
ら
し
く
、
ス
キ
ソ
チ

ア
…
チ
を
も
つ
ド
…
ム
天
井
の
部
屋
、
ヴ
ォ
ー
ル

ト
天
井
の
長
方
室
な
ど
が
あ
る
。
北
西
隅
で
は
門

の
一
鞭
や
周
壁
内
の
墜
道
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。

出
土
晶
、
と
く
に
石
彫
か
ら
、
こ
こ
は
七
世
紀
ご

ろ
の
ヒ
ソ
ド
ウ
神
殿
を
も
っ
た
城
塞
の
町
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
る
。

　
『
大
唐
西
域
記
』
の
迦
畢
試
国
の
条
に
あ
る

「
審
藪
多
発
刺
岡
曝
し
に
銘
定
さ
れ
る
。

　
2
、
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
石
窟
の
調
査

　
ヒ
ソ
ド
ウ
ク
シ
ュ
山
申
に
あ
る
バ
ー
ミ
ャ
ー
ソ

の
石
窟
寺
院
は
こ
れ
ま
で
に
も
色
々
調
査
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ス
テ
レ
オ
カ
メ
ラ
に
よ
る
全
体
の

写
真
測
簸
を
行
な
い
、
全
石
窟
に
番
号
を
う
ち
、

各
石
窟
の
写
真
撮
影
と
測
図
を
製
作
し
た
。
そ
の

結
果
、
バ
…
ミ
ヤ
…
ソ
石
窟
は
一
三
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
崖
礪
に
、
七
五
〇
窟
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

今
猛
、
石
窟
構
造
や
壁
画
の
実
憶
を
調
査
す
る
つ

も
り
で
あ
る
。
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